
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

二
上

一
三
付
与
に
関
す
る

付
与
及
び
同
項
の

出
国
制
限
対
象
者

条
件
指
定
書
の
交

付
に
関
す
る

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
五
百
一
万
円
、
資
本
準

備
金
の
額
を
一
億
二
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
市
北
区
錦
町
一
番
一
号
岡
山
駅
前
ビ
ル
四
階

Ｋ
Ｓ
Ｊ
９
株
式
会
社

代
表
取
締
役

町
田

一
郎

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
五
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
千
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の

割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
七
年
五
月
二
十
七
日

富
士
市
伝
法
八
七
八
番
地
の
一
五

株
式
会
社
コ
ヤ
マ
・
ミ
ラ
イ
エ

代
表
取
締
役

小
山

武

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
十
八
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令

和
七
年
六
月
二
十
七
日
開
催
予
定
の
臨
時
株
主
総
会
に
お

け
る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
阪
府
堺
市
堺
区
出
島
西
町
三
番
三
六

株
式
会
社
信
貴
造
船
所

代
表
取
締
役
社
長

橘

潤
治

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
六
番
三
号

日
本
ハ
イ
ウ
エ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

舟
久
保
公
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
町
石
内
五
八
四
三
番
地
の
一

中
央
陸
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

砂
川

正
喜

合
併
公
告
及
び
合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
三
十
日

掲
載
頁

七
十
四
頁
（
号
外
第
九
十
七
号
）

ま
た
、
乙
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で

あ
る
令
和
七
年
七
月
一
日
ま
で
に
当
該
株
券
を
乙
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
一
五
番
八
号

（
甲
）
Ｇ
Ｃ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

袁

飛

東
京
都
台
東
区
浅
草
橋
三
丁
目
一
九
番
四
号
ピ
ノ

チ
オ
ビ
ル
五
階

（
乙
）
株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
ユ
ニ
ッ
ト

代
表
取
締
役

龍

慧
子

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
十
三
日
（
号
外
第
一
〇
五
号
）
掲
載
の

不
在
者

杉
山

玲
子
に
係
る
不
在
者
財
産
管
理
人
に
よ

る
供
託
公
告
中
、不
在
者
財
産
管
理
人
の
事
務
所
住
所「
神

奈
川
県
横
浜
市
海
岸
通
四
丁
目
二
三
番
地
マ
リ
ン
ビ
ル
五

階
」
と
あ
る
は
「
神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
海
岸
通
四
丁
目

二
三
番
地
マ
リ
ン
ビ
ル
五
階
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま

す
。令

和
七
年
五
月
二
十
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
海
岸
通
四
丁
目
二
三
番
地

マ
リ
ン
ビ
ル
五
階

不
在
者
財
産
管
理
人

伊
澤

一
美

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
七
日
（
号
外
第
一
〇
一
号
）
掲
載
の
準

備
金
の
額
の
減
少
公
告
中
、「
資
本
準
備
金
の
額
を
八
億
千

八
百
五
十
万
七
百
五
十
円
」
と
あ
る
は
「
資
本
準
備
金
の

額
を
四
億
千
九
百
四
十
八
万
千
六
百
二
十
五
円
」
の
誤
り

に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

名
古
屋
市
南
区
寺
部
通
三
丁
目
七
番
一

株
式
会
社
ア
ン
ブ
ロ
ス

代
表
取
締
役

安
藤

弘

令
和
七
年
五
月
一
日
（
号
外
第
九
十
八
号
）
公
布
政
令

第
百
八
十
六
号
（
法
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
）
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